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大
　
会
　
報
　
告

り

扱
い

案
件
と

、

「

参
加
者
」

「

開
催
地
」

「

邦
代
表
」

の

三

点
か
ら

そ

の

機

構
に

迫
っ

た
。

　
共
同
支
配
地

、

嘆
願、

紛
争
に

関
す

る
三

案
件
が
重
点
的
に

議
論
さ

れ
、

紛
争
案
件
で

は
重

心
が

対
内
調

停
か
ら

対
外
活
動
に

移
行
し

て

い

た
こ

と
が

明
ら

か

と
な
っ

た
。

ま
た

会
議
に

は

敵
対
勢
力
が

参
加
で

き
な
い

こ

と

も
確

認
さ

れ
た

。

代
表
者
会
議
の

「

開
催
地
」

は
そ

れ
ぞ
れ

中
心

議
題
に

即
し
た

地
が

選
ば

れ、

原
則
「

参
加
者
」

で

あ

る
邦
の

メ

ン

バ

ー

の

欠
席
は

、

盟
約

者
団
の

決
定
に

対
す
る

不
服
の

表
明
で

あ
り

非
常
事
態
と
し

て

捉
え

ら

れ
た

。

一

四
九
九
年
の

「

邦
代
表
」

に

特
徴
的
な
の

は

共
同
支
配
地
管
理

者
フ

ォ

ー

ク

ト
の

出
席
の

多
さ
と

、

軍
事
指
導
者
・

外
交
活
動
経
験
者
の

多
さ
で

あ

り
、

前
者
に

は

シ

ュ

ヴ
ァ

ー
ベ

ン

戦
争
の

影
響
が

、

後
者
は
そ

の

分
布
か

ら

邦
間

で

軍
事
／
外
交
の

役
割
分
担
が

行
わ
れ
て

い

た

こ

と
が

確
認
さ
れ
る

。

一

八

世
紀
フ

ラ

ン

ス

に

お
け
る

外
国
人
と

帰
化

　
　
　

ブ

リ

テ
ィ

ッ

シ

ュ

・

デ
ィ

ア

ス

ポ

ラ

の

　

事
例
か

ら

見
　
瀬

悠

　
本
報
告
は

、

外
国
人
の

帰
化
が
い

か

な
る

条
件
の

も
と

に

行
わ

れ
る
の

か

を、

ブ

リ
テ
ィ

ッ

シ

ュ

・

デ
ィ

ア

ス

ポ

ラ
を

事
例
と
し
て

帰
化
状
に

依
拠
し

な

が
ら

考
察
し
た
。

は
じ
め

に

デ
ィ

ア

ス

ポ
ラ

の

移

動
の

経
緯
や
フ

ラ

ン

ス

で

の

活
動
を
概
観
し
た

う
え

で
、

煽
化
者
の

集
団
的

特
質
を
地
理

的
分
布
と

社
会
職
能
構
成
の

観
点
か
ら

分
析
し

、

帰
化
が

主
と
し
て

実
践
的
な

動
機
に

一
一

四
（

二
四

）

基
づ

い

て

行
わ

れ
た

こ

と

を

示
し
た

。

さ
ら

に
、

国
王

書
記

官
と
の

共
謀
で

起
草
さ

れ
る

帰
化
状
の

な

か
で

デ
ィ

ア

ス

ポ
ラ

が

自
分
史
を

語
る

際
に

、

帰

化
の

受
理
や

効
力
を

確
実
に
す
る

た

め
に

フ

ラ

ン

ス

人
の

規
範
に

訴
え

な
が

ら
も

、

同
時
に

外
国
人
と

し
て

の

固
有
の

過
去
や

表
象
を
組
み
込
ん
だ
こ

と

を

明
ら
か

に

し
た

。

以
上
の

分
析
か

ら
、

外
国
人
に

と

っ

て

帰
化
は

し

ば
し

ば

前
提
さ

れ
た
よ

う
な

同
化
の
一

階
梯
で

は

な

く
、

生

存
戦
略
の

選
択
肢
の

幅
の

拡
大
で

あ

り
、

実
践
的
な

制
度
的
保
障
で

あ
っ

た

こ

と

が

明

ら
か

に

な
っ

た
。

一

九
世
紀
初
頭
イ

ン

グ
ラ

ン

ド

に

お

け
る

国
民

教
育
概

念
の

成
立

　
　
「

ベ

ル

ー
ラ

ン

カ

ス

タ

i
論
争
」

の

　
　

検
討
を

中
心
に

岩

　
下

誠

　
本
報
告
は

、

一

九
世
紀
初
頭
イ
ン

グ
ラ

ン

ド
に

お
け

る

教
育
論
争
の

分

析

を
通
じ
て

、

国
民
教
育
概
念
の

生

成
と

成
立
の

過
程
を

検
討
し
て

考
察
を
加

え
る

も
の

で

あ
っ

た
。

　
論

争
に

あ
っ

て

国
民
教
育
概
念
は

国

教
会
保
守
派
に

よ

る

教
育
統
制
の

正

統
化
に

資
す
る
よ

う
呼
び

出
さ
れ
た

も
の

で

あ

り
、

世
俗
的
国
民
化
と
い

う

解
釈
と

は

異
な

る

側

面
が
あ
っ

た
。

ま
た

、

⇒

讐
δ
づ

巴

と

い

う

形
容
詞
を

め
ぐ
る

解
釈
の

対
立

は
、

国
教
会
の

特
権
性
を
批
判
／
擁
護
す
る
と
い

う

国

制
的
な

観
点
の

対
立
を
含
ん
で

い

た
。

と

り
わ

け

国
教
会
派
は

8
二

8
巴
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